
指宿市観音崎公園の管理運営手法調査検討業務委託 

仕様書 

 

１ 業務名称 

指宿市観音崎公園の管理運営手法調査検討業務委託 

 

２ 業務の目的 

指宿市観音崎公園（道の駅いぶすき）は，建設から 15年間の運営に至るま

での間，道の駅としては全国初のＰＦＩ事業を活用して建設・運営を行ってき

た施設である。 

令和元年９月 30日で，当初の PFI事業は契約満了となり，翌令和元年 10月

１日から１年６月間は指定管理者制度により運営する。指定管理期間満了後，

市としては民間活力を活用する事業方式を検討している。 

なお，事業を行うにあたっては，既存施設の増改築を含む大規模な改修を含

む事業についても，応募事業者の提案内容によっては十分検討に値すると考

えている。 

このことから，本市では国土交通省の官民連携基盤整備推進調査費を活用

し，指宿市観音崎公園において，広域観光拠点としての交通量及び利用者実

態の調査を踏まえ，ＰＦＩ事業導入可能性を調査・分析等を行うことを本業

務の主たる目的とする。 

 

３ 対象施設の諸元 

(1) 施設名称：指宿市観音崎公園（都市公園） 

(2) 施設所在地：指宿市小牧 52番地４ 

(3) 面積：14,600㎡ 

(4) 施設概要 

 ア 都市公園・駐車場（整備主体：指宿市） 

   面積 12,136㎡，駐車場 44台，芝生広場（約 3,000㎡），展望台，屋外

ステージ他 

 イ 道の駅（整備主体：国土交通省） 

   整備面積 2,600㎡（国道拡張部分含む），駐車場 25台（普通 23台，身

障者用２台），駐輪場１か所，トイレ 14器（男：大２器，小５器，女５器，

多目的用２器），情報提供施設他 

 ウ 地域交流施設（ＰＦＩ事業にて整備・運営。愛称：彩花菜館） 

   延床面積 809.55㎡，建築面積 611㎡ 

    １階現況： 地域特産物販売コーナー，自主運営（物販）コーナー，体



験学習室，地域情報発信コーナー，ファストフード販売ス

ペース，事務所 

    ２階現況： 食堂，カフェ，パン製造室，トイレ，従業員休憩室，倉庫 

 

３ 契約期間 

  契約締結日から令和元年 12月 27日（金）まで 

 

４ 委託料の支払い 

  業務完了後一括払い 

 

５ 業務内容  

 (1)  広域観光拠点としての交通量及び利用者実態調査 

   標記業務を履行するにあたり，下記の調査を実施すること。 

  ア 交通量調査 

   国道 226号線の交通量調査を業務期間中１日実施すること。 

   調査内容は，車両台数及び車種，ナンバー等を想定している。 

   調査地点は４か所程度を見込んでいる。道の駅いぶすき入口交差点を必

須とするが，その他の地点の選定は，受注者の提案内容を参考に決定するこ

ととする。 

  イ 道の駅いぶすき来館者分析 

   道の駅いぶすき来館者の人数・属性等の調査を，繁忙期１日（８月を想

定），閑散期１日（７月を想定）実施すること。調査にあたっては，来館者

へのアンケートも併せて実施する。調査項目については，受注者の提案内容

とする。 

 

(2)  公園（駐車場等）の再整備検討及び概略設計 

   指宿市観音崎公園の各種データ（来館者数・特産品販売高等），内部環境，

本市を取り巻く外部環境，及び「(1)  広域観光拠点としての交通量及び利

用者実態調査」結果を分析し，指宿市観音崎公園の再整備について検討し，

検討結果を踏まえた駐車場・園路・広場等の概略設計（基本仕様の検討，概

略事業費の検討等）を行うこと。 

 

 (3)  公園再整備・管理運営に係るＰＰＰ/ＰＦＩ導入可能性検討 

指宿市観音崎公園の各種データ（来館者数・特産品販売高等），内部環境，

本市を取り巻く外部環境，及び「(1)  広域観光拠点としての交通量及び利

用者実態調査」を分析し，指宿市観音崎公園の持続的な運営及び集客力や販



売力の向上のために，どの事業運営手法が相応しいか，複数のパターンにつ

いてＶＦＭをシミュレーションし，比較したうえで事業として採算が成立

するか３パターン以上のＰＦＩスキームの比較検討を行うこと。 

  ＰＦＩの導入可能性を検討するにあたっての条件設定として，駐車場の

再整備は必須条件とし，その他既存の施設（建物，芝生広場等）の改修を伴

う条件設定も可能である。 

 なお，検討にあたっては，下記の項目について検討を必須とする。下記

以外に必要な検討項目については，受注者の提案による。 

  ア ＰＦＩスキームの検討 

 (ｱ) 事業スキームの検討 

   ａ 事業方式の検討 

   ｂ 事業範囲の検討 

   ｃ 事業期間の検討 

   ｄ 事業条件の検討 

 (ｲ) 支援措置の検討 

   ａ 資金調達方法の検討 

   ｂ 支援措置の検討（税制上の優遇措置，金融上の支援措置，補助金・

交付金等） 

 (ｳ) 現行制度における課題の検討 

   ａ 法律，制度に関わる課題の検討 

   ｂ 事業者選定方式に関わる課題の検討 

 (ｴ) リスク分担に関する検討 

   ａ 想定されるリスクの検討 

   ｂ リスクの分担に関する検討 

 (ｵ) 事業安定性の検討 

   ａ 民間事業者の創意工夫を発揮できる条件等（インセンティブ又は

ペナルティを含む）の検討 

イ ＶＦＭの検討 

 ＶＦＭの検討については，以下の項目についての検討を必須とする。 

   (ｱ) 従来型方式の事業費（ＰＳＣ）の算定 

従来型の整備手法として，行政が自ら実施した場合の設計費，建設費，

維持管理等及び民間事業者と指定管理契約を行った場合の諸費用を算出

し，指宿市の財政負担額を算出する。 

(ｲ) 前提条件の設定 

民活事業の事業手法について，事業シミュレーション及びＶＦＭ検討

のための前提条件を設定する。 



(ｳ) ＰＦＩ事業のＬＣＣの算定 

  ＰＦＩ事業の事業スキームをもとに，民間事業者の事業期間中の事業

シミュレーションを行い，指宿市の財政負担額を算定する。 

 (ｴ) ＶＦＭの算定 

  従来方式の事業費（ＰＳＣ）とＰＦＩ事業のＬＣＣを比較検討すること

により，ＶＦＭを算定する。 

ウ 整備効果の検討 

   本事業をＰＦＩ事業方式で行うとした場合に見込まれる域内の効果がど

れほど見込まれるかを検討する。 

エ ＰＦＩ事業への参入可能性に関するマーケットサウンディング 

  本事業をＰＦＩ事業方式で行うとした場合，民間事業者の参入意欲，参加

可能なＰＦＩ事業スキーム等，ＰＦＩ事業参加の可能性を把握するため，民

間事業者を対象としたマーケットサウンディングを実施する。特に，市内業

者の活用方法については，他市における先進事例を参考に具体的な提案を

行う。 

 オ ＰＦＩ導入可能性の検討 

  上記で検討したＰＦＩ事業内容，ＶＦＭの算定結果，民間事業者の参画の

可能性等を踏まえ，ＰＦＩ導入による定性的，定量的効果を検討し，ＰＦＩ

事業として実施することの適合性を評価する。評価の視点として，施設運営

事業者，特産品出荷者，市の三者の視点において，定量的・定性的な評価を

実施すること。 

  これらの検討結果を踏まえ，事業範囲等を含めて最も相応しい事業スキ

ームを提示する。 

 カ ＰＦＩ導入に向けた課題の整理と総括 

  ＰＦＩ事業として実施する場合の，事業実施スケジュールや庁内実施体

制及び進め方等，事業実施にあたっての課題について整理し，その対策等を

検討する。（コンセッション，ＲＯ，Ｐ-ＰＦＩなど） 

キ 事業者選定スケジュール（案）の作成 

上記検討の結果，指宿市観音崎公園に相応しいＰＦＩ事業スキームが選

定された場合，令和３年４月１日から次期事業者へ運営を引き継ぐために

必要な事務処理等を挙げ，事業者選定のスケジュールを示すこと。 

ク ＰＦＩ事業実施方針案，募集要項素案，及び要求水準書素案の作成 

  事業者を募集するにあたって必要不可欠とされるＰＦＩ事業実施方針案，

募集要項，及び要求水準書の素案を作成すること。 

 なお，実施方針案には，以下の内容を盛り込むものとする。 

 (ｱ) 各種調査，検討から導かれる道の駅のコンセプト及び必要な機能 



 (ｲ) 道の駅再整備事業位置付け（法律，上位計画，交通体系等からの整

理） 

 (ｳ) 道の駅施設配置図（整備範囲を示す）及び導線計画図 

 (ｴ) 建築計画（各種調査，検討等に基づく道の駅に必要となる各施設の

規模及び機能の確定） 

 (ｵ) 交通計画（各種調査に基づく必要な駐車場容量の検討） 

 (ｶ) 造成計画（敷地造成・排水計画等） 

 (ｷ) 事業手法の比較検討（指定管理，ＰＰＰ・ＰＦＩ等の民間事業者と

の連携手法の比較検討，新規営業に向けた官民連携の取り組み提案） 

 (ｸ) 事業計画（仮説営業から新規営業に至る運営体制，スケジュールと

経費・収支に係る見通しと提案） 

 (ｹ) 事業者募集プロポーザルに向けた資料一式 

 (ｺ) 概略事業費並びに整備スケジュール 

 (ｻ) 道の駅再整備にあたって活用できる補助事業等の財源など整備手

法に関する提案 

 (ｼ) 道の駅運営に関する提案 

 (ｽ) 収益性・地域貢献に資すると思われる提案 

 

６ 貸与図書 

  業務の遂行上必要な資料の収集，調査，検討等は，原則として受注者が行う

こととするが，発注者が所有し，業務に利用できる資料等については，これを

貸与する。 

  この場合，貸与を受けた資料等については，リストを作成の上指宿市に提出

し，業務完了ともに全ての資料等を返却するものとする。 

  また，貸与した資料等については，本業務委託以外の目的には使用してはな

らない。 

  なお，貸与予定資料等は下記一覧のとおりである。 

   

  ◎貸与予定資料一覧 

  ・指宿地域交流施設（彩花菜館）図面 

  ・彩花菜館売上情報 

  ・指宿市地域交流施設等整備事業契約書及び要求水準書 

 

７ 成果品 

  本業務の成果品を以下の通り作成すること。 

 (1) 業務調査報告書（Ａ４縦判，横書き，左綴じ）５部 



 (2) ＰＦＩ事業実施方針案，募集要項素案，要求水準書素案 ５部 

   （体裁は上に同じ） 

 (3) 業務調査報告書（概要版）10部 （体裁は上に同じ） 

 (4) 概略設計に係る図面一式（Ａ１判及びＡ３判） 各１部 

 (5) 上記電子データ一式（提出媒体は，ＣＤ－ＲＯＭとする） 

 

８ その他 

 (1) 本仕様書に疑義が生じた場合には，本市担当職員と十分に協議するもの

とする。 

 (2) 本仕様書に記載のない事項については，発注者と受注者双方が協議して

定めるものとする。 

 (3) 受注者は，業務着手にあたって下記の内容を踏まえた業務計画書を作成

し，提出しなければならない。 

  ア 業務実施方針   イ 業務実施体制  ウ 業務内容 

  エ 業務スケジュール オ 打ち合わせ計画 カ 連絡体制 

  キ その他 

 (4) 本業務を履行するにあたり，第三者へ業務の一部を再委託する場合，そ

の内容が分かるものを市に提出し，承諾を得ること。 

 (5) 受注者は，業務の円滑かつ適正な進捗を達成するために十分な技術者を

配置しなければならない。 

 (6) 成果品の所有権，著作権及び利用権は発注者に帰属する。 

    また，受注者は発注者の許可なく成果品を公表又は貸与等をしてはなら

ない。 

    受注者は，常に専門コンサルタントとしての中立性を堅持するよう努め

なければならない。 

 (7) 主要な打ち合わせには，管理者または主担当者が必ず出席しなければな

らない。 

 (8) 協議・打ち合わせは業務の各過程において，必要に応じて行うものとす

る。 

    また，その協議・打ち合わせ内容については，議事録を作成し，内容を

明確にしてその都度発注者と受注者双方で確認を行うものとする。 

 (9) 関係機関との協議については，その内容を発注者に報告しなければなら

ない。 

(10) 業務を実施する上で，必要な根拠・資料等は全て明確にし，整理して提

出しなければならない。 

(11) 受注者は，業務完了時に発注者の成果品審査を受けなければならない。 



(12) 成果品審査において，訂正を指示された箇所は訂正しなければならない。 

(13) 業務完了後において，明らかに受注者の責めに伴う業務の瑕疵が発見さ

れた場合，受注者は直ちに当該業務の修正作業を行うものとし，これに対

する経費は全て受注者の負担とする。 

 (14) 業務終了後，報告書の内容について国等から問い合わせや根拠資料の提

出要求があった場合は，適宜対応すること。 


